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◇　◇　３ 月 の 会 務　◇　◇

理事会
３月２４日開催

諸規定の変更案を議決

　令和６年度最後の理事会が３月２４日、税理
士会館において開催された。
　当会議では、①四国税理士会役員選任規則
の一部変更案②四国税理士会役員選任施行細
則の一部変更案③四国税理士会旅費規程の一
部変更案④四国税理士会事務局職員服務規程
の一部変更案⑤四国税理士会定年退職者再雇
用に関する規程の一部変更案⑥支部及び県連
交付金―などを主な議題として併せて８項目
の議決事項を承認した。

（議決事項）
１． 四国税理士会役員選任規則の一部変更案
２． 四国税理士会役員選任施行細則の一部変

更案
　越智制度部長から、四国税理士会役員選任
規則の一部変更案並びに四国税理士会役員選
任施行細則の一部変更案について、①選挙期

日②選挙運動③投票依頼文書④ホームページ
への所信表明演説の掲載―などの説明が行わ
れた。
　以後各々採決に移り、全会一致で可決承認
した。
３． 四国税理士会旅費規程の一部変更案
　石井総務部長から、昨今の物価高騰並びに
宿泊費増加に伴う四国税理士会旅費規程の一
部変更案について説明が行われた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。
変更点（要旨）は次のとおり
車　賃：用務地が会員の事務所と同一市町村

の場合４，０００円
　　　　上記以外５，０００円（２，５００円×２）
宿泊料：１泊１８，０００円（ただし用務地が国家

日 会議・行事名 主な内容

１８
第３回総務部会（ウェブ） 令和７年度事業計画案及び予算案等
第４回制度部会（ウェブ） 令和７年度重点事業及び予算案を協議
第３回公益活動対策部会（ウェブ） 次年度の活動方針等を協議

１９
第１１回正副会長会（ウェブ） 第８回常務理事会及び第５回理事会提出議題
第３回広報部会（ウェブ） 令和７年度事業計画案及び予算案等

２０ 第６回調査研究部会（ウェブ） 税務調査に関するアンケート等について協議
２１ 第３回租税教育推進部会 租税講座と寄附講座の統合について協議

２４
第８回常務理事会 第５回理事会提出議題等
第５回理事会 四国税理士会役員選任規則の一部変更案等

２５ 第４回情報化対策部会（ウェブ） デジタルフォーラムの開催等
２７ 第１２回広報部編集企画会議（ウェブ） 会報第４７０号（４月号）の編集・校正等

　

理事会で挨拶をする浜崎会長
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公務員等の旅費に規定する内国旅行
の甲地方である場合２０，０００円）

４． 四国税理士会事務局職員服務規程の一部
変更案

　石井総務部長から、四国税理士会事務局職
員服務規程の一部変更案について説明が行わ
れた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。
５．　四国税理士会定年退職者再雇用に関する

規程の一部変更案
　石井総務部長から、四国税理士会定年退職
者再雇用に関する規程の一部変更案について
説明が行われた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。
６．支部及び県連交付金
　河内専務理事から、支部については１人当
たり月額１，０００円、県支部連合会には、１県
当たり３００万円の交付金を支給することとし
たいとの説明が行われた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。
７．令和７年度四国会及び日税連被表彰者
　石井総務部長から、本会及び日税連が定め
る表彰基準を満たし、各々の定期総会の席上
で表彰する各号の該当者について提案が行わ
れた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。
８．会費免除申請
　西村財務部長から、会費免除申請について
は、財務部会で審議した結果、四国税理士会
会費免除細則第２条第１項第１号に該当する
ため、令和７年度分について、会費の全部を
免除することとしたいとの説明が行われた。
　以後採決に移り、全会一致で可決承認した。

（協議事項）　
１．令和８年度税制改正に関する意見書
　烏谷調査研究部長から、調査研究部におい
て取りまとめた標記意見書は、重要な改正要
望事項として、３項目、基本的な改正要望事
項として①所得税関係７項目②法人税関係５
項目③相続税・贈与税関係５項目④消費税関
係５項目⑤国税共通４項目⑥地方税関係８項
目⑦国税通則法・納税環境整備関係４項目⑧
その他・改善要望等に関する事項９項目―の
計５０項目の意見が盛り込まれているとの説明
が行われた。

　質疑の後、本案を決定し、日税連に提出す
ることとした。

（報告事項）
１．令和６年度決算の見込額
　西村財務部長から、常務理事会で承認され
た予備費の支出を含めた令和６年度収支計算
書の３月末見込額の説明があり、約８３２万円
のマイナス収支差額が生じる見込みであると
の説明が行われた。
２．「税理士記念日」行事の実施結果
　大西専務理事から、２月２３日の「税理士記
念日」に各支部で実施された無料税務相談等
の行事及び各県の地元新聞・テレビ等を媒体
に行った対外広報の結果報告が行われた。
３．各部・委員会からの報告

【総務部】
・表彰規程について今後見直しが行われる予

定である。
・税理士賠償責任保険について、今までは一

律補助金だったが、今後方針を変え支部ご
との加入促進の実費精算となる予定のため、
ご協力をお願いしたい。

・現在税務署に設置している税理士掲示板に
ついて撤廃の検討が行われており、今後新
規の設置は控えるようお願いしたい。

【制度部】
・第７回税理士実態調査の結果が日税連ホー

ムページにアップされている。ぜひご参照
いただきたい。

【調査研究部】
・令和８年度税制改正に関する意見書は、３

月３１日に日税連に提出する予定である。
【業務対策部】
・日税連にて作成した「税理士業務のデジタ

ル化取組事例５０」が１月に公表されている
ので、ぜひ利用していただきたい。

【綱紀監察部】
・昨年１２月に名義貸し行為の事例集をホーム

ページにアップしている。参考にしていた
だきたい。

【租税教育推進部】
・現在「教員養成大学への寄附講座」並びに
「税理士による租税講座」の統合が検討され
ている。また決定次第ご報告したい。



（5）

四国税理士会報 第４７０号 令和７年４月１０日

【情報化対策部】
・第六世代電子証明書について、現在周知動

画を日税連にて作成中である。５月から会
員向けに公開予定である。

【公益活動対策部】
・会報２月号に登録政治資金監査人座談会の

記事を掲載しているので、またご確認いた
だきたい。

【中小企業対策部】
・３月１７日四国経済産業局とのウェブ研修を

収録した。４月２４日に公開予定である。
４．令和７年度会議開催計画
　岩佐専務理事から、令和７年度の会議開催
計画の説明が行われた。

正副会長会
３月１９日開催（ウェブ会議）

第８回常務理事会及び第５回理事会提出第８回常務理事会及び第５回理事会提出
議題を協議議題を協議

１．第８回常務理事会及び第５回理事会提出１．第８回常務理事会及び第５回理事会提出
議題議題

　３月２４日に開催される、第８回常務理事会
及び第５回理事会の提出議題の中で、①四国
税理士会役員選任規則の一部変更案②四国税
理士会役員選任施行細則の一部変更案③四国
税理士会旅費規程の一部変更案④四国税理士
会事務局職員服務規程の一部変更案⑤四国税
理士会定年退職者再雇用に関する規程の一部
変更案⑥租税教育に関する実施要領の全部変
更案⑦支部及び県連交付金―などについて協
議した。
２．研修部からの具申２．研修部からの具申
　河内専務理事から、研修部からの具申とし
て、研修事業の予算の在り方について①研修
事業の分担金②研修用ノートパソコン並びに
バーコードスキャナーの購入―について説明
が行われた。
３．令和７年度会議開催計画案３．令和７年度会議開催計画案
　令和７年度開催予定である①県別ソフト
ボール大会②光州地方税務士会との国際交流

懇談会③税務研究所研究発表会―などについ
て説明が行われた。
４．その他当面の諸問題４．その他当面の諸問題
　令和７年税理士会総会日程等について協議
した。

総務部会
３月１８日開催（ウェブ会議）

令和７年度事業計画案及び予算案を協議令和７年度事業計画案及び予算案を協議

１．日税連会議出席報告１．日税連会議出席報告
　石井部長から、２月１０日開催の日税連総務
部会の出席報告として、①税理職業賠償保険
の加入促進方策②表彰制度③税理士会におけ
る会員情報の取扱い―などの報告が行われた。
２．令和６年度事業報告２．令和６年度事業報告
　石井部長から、①各支部等との連携②会務
の円滑な運営と合理化③グループウェアの導
入に係る利用促進④会則・規則⑤デジタル化
に向けて⑥税務当局や関係諸団体との連絡調
整⑦災害対応⑧女性会員及び若手会員の会務
参画⑨国際交流の促進⑩関係諸団体の周知及
び促進―など事業報告が行われた。
３．令和７年度事業計画案及び予算案３．令和７年度事業計画案及び予算案
　総務部の事業計画については、次の１２項目
を決定した。

（１）各支部等との連絡を密にして、各支部等
が実施する施策を支援する。また、連携を
深めるため、福利厚生事業を実施する。

（２）会務の円滑な運営を図るため、日税連及
び各部・各委員会との連携を高め、ウェブ
会議、ペーパーレス会議等の効果的な活用
を図る。

（３）情報化対策部やデジタル化対策ＰＴとも
連携し、新たなグループウェア導入にあた
り、活発な利用促進や利便性の向上等につ
いて検討を進めてゆく。

（４）本会ホームページ上でシステム化された
会則・規則類集について、利用しやすいシ
ステムとなるよう検討を進める。

（５）電磁的方法による会員への通知等の方法
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　税理士法を読んでみましょう

　思い込みや慣例は、日常に問題がなければやり過ごされるこ
とが多いし、特に注意されることなどもありません。しかしそ

れが思考の硬直化につながり自身の業務に支障をきたすようになると話は別です。
　我々税理士は租税に関する法令を始め、各種の「法」を常に意識しながら業務を行ってい
ます。その中には当然税理士法も含まれているはずですが、税理士法など読まなくても事務
所経営はできてしまうという思い込みが業界内に存在していることも事実です。
　私も会務に関わることが増え、専務理事という立場から新人の先生方に税理士法の大切さ
を伝えるようになって初めてその事を意識するようになりました。
　先日、東京の案件でしたが、ある会社の法人税申告書別表１の税理士署名欄に公認会計士
〇〇と書かれた申告書に出会いました。この申告書を作成した方は税理士登録をしているみ
たいでしたが、残念ながら税理士法は一度も読んだことはないのだろうなと容易に想像でき
ました。（これを機会に税理士法第３３条に目を通してみてください）
　税理士法は九つの章と附則に分かれていますが、税理士になる要件を満たし、登録が完了
した者であれば第１章「総則」の６条文、第４章「税理士の権利及び義務」の１９条文、第５
章「税理士の責任」の８条文、合計で３３条文に目を通しておけば初歩的な間違いは起こさな
くて済みます。
　例えば、個人で開業している先生の事務所で「〇〇会計事務所」「〇〇税務会計事務所」
という看板を見かけるたびに、本当に税理士法を読んだ上でこの名称を選んだのかと疑問に
思うことが多々あります。税理士法第４０条には「税理士が設けなければならない事務所は、
税理士事務所と称する」とはっきり書かれているからです。思い込みや慣例にとらわれず、
今一度しっかり税理士法に目を通すというのも新たな発見につながり業務の向上に寄与する
かもしれません。皆様の事務所のご発展を心より祈念しております。

（専務理事　岩佐　誠志）

について、より一層の周知、広報等に努める。
（６）文書管理等のデジタル化に向け、本会、

各支部等における事務負担を軽減できるよ
う外部業者への委託等の方策も検討し、よ
り一層進める。

（７）税務当局や関係諸団体との連絡調整に努
め、信頼関係を確立する。

（８）災害発生等緊急時における諸対策の確
認、意識の醸成等に努める。

（９）女性会員及び若手会員の会務参画を促進
すべく検討を行う。

（１０）国際交流を促進し、関係情報の収集と
活用を図る。

（１１）会則、規則その他の諸規定の適宜な見
直しに努める。

（１２）日本税理士企業年金基金、税理士職業
賠償責任保険、ぜいたいきょう、日本税務

研究センター及び日本税理士共済会の周知
及び加入を促進する。

　また、予算案は全体会議６回（うちウェブ
会議３回）、ソフトボール大会実行委員旅費、
会則規則類集の見直し、電磁的方法による通
知チラシ作成費等を要求することとした。
４．令和７年度四国税理士会及び日税連被表４．令和７年度四国税理士会及び日税連被表

彰該当者彰該当者
　石井部長から、本会及び日税連が定める表
彰基準を満たし、各々定期総会の席上で表彰
する各号の該当者について提案があり、全会
一致で承認し３月２４日開催の理事会に提出す
ることとした。
５．その他５．その他
　①県別ソフトボール大会の開催②電磁的方
法による通知のチラシの作成―などを検討し
た。
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調査研究部会
３月２０日開催（ウェブ会議）

税務調査に関するアンケート等について税務調査に関するアンケート等について
協議協議

１．令和８年度税制改正に関する意見書の作１．令和８年度税制改正に関する意見書の作
成成

　烏谷部長から、現時点での意見書案につい
て内容の確認が行われた。
２．令和６年度事業報告２．令和６年度事業報告
　烏谷部長から、①令和８年度税制改正に関
する意見書②税務調査に関するアンケート③
香川大学大学院法学研究科での講座開催―な
どを中心に事業報告が行われた。
３．令和７年度事業計画案及び予算案３．令和７年度事業計画案及び予算案
　調査研究部の事業計画を次のとおり決定し
た。

（１）税務行政及び租税制度に関する所要の建
議及び要望案（以下、「税制改正建議」と
いう）を策定する。

（２） 税務調査に関するアンケートを実施する。
（３）税制建議等及び税務調査に関するアン

ケートについては、税理士会務及び会員の
実務に活かすことを目的として、会員の意
見が多く取り上げられるように務めるとと
もに、その内容及び結果を会報誌等を通じ
て周知する。

（４）税務研究所と連携し、税理士業務に関連
する会計制度、商事法令等についての調査
研究を進める。

　また、予算案については、全体会議７回（う
ちウェブ会議４回）とするほか、調査研究部
拡大会議、公開研参加費、税務調査に関する
アンケート実施費、またそれに伴う回答シス
テム構築費等を要求することとした。
４．税務調査に関するアンケートの実施４．税務調査に関するアンケートの実施
　昨年のアンケート結果を基に多少項目を修
正し、来年度も実施することとした。また、
昨年同様のネット回答での実施に伴うアン
ケート回答システム保守費用等について協議
した。

制度部会
３月１８日開催（ウェブ会議）

令和７年度重点事業及び予算案を協議令和７年度重点事業及び予算案を協議

１．令和６年度事業報告１．令和６年度事業報告
　越智部長から、①税理士法に関する調査研
究②会則、その他諸規則の整備、改善③組織
機構、運営制度の合理化及び活性化④第７回
税理士実態調査の周知―などを中心に事業報
告が行われた。
２．令和７年度重点事業及び予算案２．令和７年度重点事業及び予算案
　重点事業を次のとおり決定し、正副会長会
に上程することとした。

（１）税理士法に関する調査研究を行い、会員
への周知を図る。

（２）会則、その他諸規則の整備改善を図る。
（３）組織機構及び運営制度の合理化及び活性

化を図る。
　また、予算案は全体会議７回（うちウェブ
会議５回）、会議費、税理士実態調査結果周知
費等を要求することとした。
３． 四国税理士会役員選任規則の一部変更案３． 四国税理士会役員選任規則の一部変更案
　越智部長から、四国税理士会役員選任規則
の一部変更案について、役員選挙管理委員会
での協議を受け、修正を行った点を中心に説
明が行われた。
４．租税教育に関する実施要領の全部変更案４．租税教育に関する実施要領の全部変更案
　越智部長から、前回租税教育推進部から提
出のあった租税教育に関する実施要領の全部
変更案について、再度提出された変更案につ
いて説明が行われ、承認後、正副会長会へ上
程することとした。
５．その他５．その他
　越智部長から、２月８日開催の日税連制度
部会の出席報告として、第７回税理士実態調
査の集計結果を中心に説明が行われた。
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広報部会
３月１９日開催（ウェブ会議）

確定申告期及び税理士記念日の対外広報確定申告期及び税理士記念日の対外広報
結果等を確認結果等を確認

１．令和６年度事業報告１．令和６年度事業報告
　秋山部長から、令和６年度の事業報告とし
て、次の５項目の説明が行われた。

（１）会務等の適時・的確な伝達
（２）効果的な対外広報
（３）職業説明会の実施
（４）ホームページの充実
（５）「税理士による租税講座」の支援
（６）© 税理士会広報キャラクター「にちぜい

くん」の普及定着の支援
２．令和７年度事業計画案及び予算案２．令和７年度事業計画案及び予算案
　秋山部長から、事業計画案の提案があり、
次のとおり決定した。

（１）税理士会報の充実を図り、会務等の伝達
を適時・的確に行う。

（２）ホームページの充実・改善を図る。
（３）税理士制度の理解と信頼を深めるため、

対外広報活動を効果的に推進する。
（４）日税連が行う租税講座並びに職業説明会

を支援する。
　また、令和７年度予算については、全体会
議３回、編集企画会議１２回のほか、租税講座
旅費、新春対談及び取材費、職業説明会費用
などを具体的に検討し、予算案を一部修正し
て予算要求することとした。
３．確定申告期及び税理士記念日の対外広報３．確定申告期及び税理士記念日の対外広報
　確定申告期及び税理士記念日の対外広報と
して、各県委員から日税連制作のＣＭ素材や
独自の素材を使用し、各県の実情に応じて新
聞広告・テレビＣＭ・テレビ出演などを行っ
たとの報告が行われた。
４．ホームページの更新等４．ホームページの更新等
　秋山部長から、四国会ホームページの現況
報告がなされ、今後の更新項目や改善箇所に
ついて検討した。
　また、今後「税理士の方へ」の運用につい

ても検討した。
５．会報第４６７～４６９号の発行報告５．会報第４６７～４６９号の発行報告
　会報第４６７号～４６９号の発行について報告
がなされた。
６．会報第４７０・４７１号の編集計画６．会報第４７０・４７１号の編集計画

７．今後の特集記事として取り上げる事項７．今後の特集記事として取り上げる事項
　　今後の特集記事として取り上げるべき事項、
編集方針などを協議した。
８．その他８．その他
　①租税講座の開催②にちぜいくんバッジの
販売―などを検討した。

４７０・４７１４７０・４７１号の会報担当表
号　数 470号 471号

発行日 4月10日 5月10日

原稿の締め切り 2月28日 3月31日

担
当

表紙写真 香川 愛媛

税の広場 愛媛 徳島

租税教育推進部会
３月２１日開催

租税講座と寄附講座の統合について協議租税講座と寄附講座の統合について協議

１．令和６年度事業報告１．令和６年度事業報告
　橋本部長から、令和６年度事業報告が行わ
れた。
２．令和７年度事業計画案及び予算案２．令和７年度事業計画案及び予算案
　租税教育推進部の事業計画については、次
の２項目を決定し、正副会長会に上程するこ
ととした。

（１）社会貢献活動としての租税教育等の普及・
推進・充実を図る。

（２）日税連が行う教員養成大学寄附講座を支
援する。

　また、予算案は全体会議３回（うちウェブ
会議１回）のほか、寄附講座打合せ旅費、租
税教室謝金等を要求することとした。
３．租税教室の実施結果３．租税教室の実施結果
　各県ごとに、租税教室の実施状況並びに問
題点等を確認した。



（9）

四国税理士会報 第４７０号 令和７年４月１０日

４．租税教育に関する実施要領の全部変更案４．租税教育に関する実施要領の全部変更案
　前回制度部に提出した租税教育に関する実
施要領の全部変更案について、指摘のあった
箇所を修正し再度提出することとした。
５．租税講座と寄附講座の統合５．租税講座と寄附講座の統合
　令和９年度より、「税理士による租税講座」
並びに「教員養成大学への寄附講座」が統合
されることに伴い、広報部より秋山広報部長
並びに鍛広報委員に陪席を依頼し、今後の方
向性等を協議した。
６．その他６．その他
　①他会での租税教育に関する研修会②５月
８日の高松国税局との租税教育推進に関する
協議会―などについて協議した。

公益活動対策部会
３月１８日開催（ウェブ会議）

次年度の活動方針等を協議次年度の活動方針等を協議

１．日税連公益活動対策部会の出席報告１．日税連公益活動対策部会の出席報告
　德井部長から１２月１０日開催の日税連公益活
動対策部会の出席報告として、①地方公共団
体監査制度実務研修②当部の事業等③地方公
共団体に対する外部監査人・監査委員等への
選任要請活動に係る補助金の支給④令和６年
度公益活動概況報告⑤令和７年度事業計画案
及び予算案―などの説明が行われた。
２．日税連成年後見支援センター会議の出席２．日税連成年後見支援センター会議の出席

報告報告
　井上センター長から１２月１２日開催の日税連
成年後見支援センター会議の出席報告として、
①日税連成年後見支援センターの事業②令和７
年度成年後見制度研修③成年後見制度利用促
進に向けた連携等の活動に係る補助金④成年
後見制度に関する無料相談等⑤令和７年度事
業計画案及び予算案―などの説明が行われた。
３．令和６年度事業報告３．令和６年度事業報告
　德井部長並びに井上センター長から①日税
連主催地方公共団体監査制度実務研修②地方
公共団体に対する監査委員等専任要請活動③
政治資金監査人就任者による座談会の開催④

成年後見制度に関する無料相談及びセミナー
⑤成年後見人等養成研修―の事業報告が行わ
れた。
４．令和７年度事業計画案及び予算案４．令和７年度事業計画案及び予算案
　德井部長から公益業務支援部の事業計画案
の提案があり、次のとおり決定した。

（１）地方公共団体等の監査制度に関する研修
の拡充を図り、監査委員等への税理士の登
用に向けた選任要請活動を行う。

（２）政治資金監査制度の動向を注視し情報収
集に努めるとともに、会員に対する政治資
金監査制度の理解促進に向けた施策を実施
する。

（３）日税連公益業務支援部と連携し、相続、
遺言、信託及び任意後見等に関する研修等
の企画、運営を図るとともに、これらの業
務について行政、司法機関はじめ各種団体
との連絡調整を行う。

（４）成年後見制度に関する法律及び第二期成
年後見制度利用促進基本計画に向け、次の
事業を実施する。
①自治体の協議会や地域連携ネットワーク

への税理士会の参画要請
②成年後見制度を中心とした権利擁護支援

及び信託制度に関する研修等の実施
③成年後見人等受任者や受任希望者等に対

する支援体制の拡充
④成年後見人等養成研修の拡充及び履修者

名簿登載者の増員
（５）成年後見人制度に対する税理士会の役割

や取組の周知を図るため、次の事業を実施
する。
①「成年後見及び相続税・贈与税に関する

無料相談」の実施
②会員及び一般市民を対象とした研修や相

談の実施
③家庭裁判所や自治体、関係協力団体との

連携強化
　令和７年度予算案については、全体会議４
回（うちウェブ会議２回）等のほか、成年後見
賠償責任保険料の補助を要求することとした。
５．その他５．その他
　令和７年度地方公共団体に対する外部監査
人・監査委員等への選任要請活動に係る補助
金の支給などについて協議した。
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綱紀監察部会
１月２４日開催

会員の綱紀保持のための施策を協議

１．日税連綱紀監察部会の出席報告
　北山部長から、１１月２９日開催の日税連綱
紀監察部会の出席報告として、①事業計画及
び予算②税理士法違反の未然防止③会費滞納
者の対応―などの説明が行われた。
２．会員の綱紀保持
　北山部長から、会員の綱紀保持の対策とし
て、会報２月号に「使命達成と品位保持のお
願い」文書を同封することなどの提案説明が
あり、協議決定した。
３．令和７年度事業計画案及び予算案
　令和７年度の重点事業については、次の１１
項目をベースとして、日税連での変更を加え、
提出することとした。
１　税理士の倫理の高揚と品位の保持を図る。
２　「綱紀のしおり」「事務所職員の心得」の

活用を図り、規律違反の未然防止に努める。
３　綱紀保持に関する国税当局との協議会及

び会員向け研修会の開催を推進する。
４　非税理士防止のため、会員の税理士証票

呈示、会員章着用及び署名義務の徹底を図
るとともに、非税理士との業務提携及び名

義貸し行為に対しては、速やかに調査をし
て排除に努める。

５　二カ所事務所等の税理士法違反行為等に
おける未然防止策を検討する。

６　事務所の内部規律等の指針に基づく使用
人等に対する監督義務が適正に履行される
よう未然防止策を検討する。

７　記帳代行会社等の税理士法違反行為に関
する情報を広域的に収集し、所要の措置を
講ずる。

８　税理士の業務広告（特にインターネット
によるホームページ等）について会員との
連絡調整を図るとともに、比較広告等を行
う周旋業者の情報収集等の対応に努める。

９　綱紀監察事案に関する情報及び資料を積
極的に収集するとともに、主務官庁及び各
支部との情報交換を密にし、事案発生に際
しては厳正かつ迅速に処理する。

１０　税理士の業務広告の在り方については、
細則並びに運用指針に沿って適切に行われ
るよう指導監督する。

１１　本会又は支部の会費を滞納する者に対す
る方策を講じる。

　　また、予算案は全体会議３回のほか、県
委員会開催費及び活動費を要求することと
した。

４．その他
　委員から、各県の綱紀監察に関する現況に
ついて報告が行われた。
※文の途中で切れていました。

〈お詫び〉
　会報第４６９号P.５「綱紀監察部会」において、印刷会社の編集ミスにより記載漏れがありましたの
で、訂正して再掲させていただきます。
　今後このようなことがないよう十分注意して参りますので、今後ともご協力賜りますよう深くお願い
申し上げます。

税　理　士　証　票　の　提　示税　理　士　証　票　の　提　示
会　員　章　の　着　用会　員　章　の　着　用
　を　励　行　し　ま　し　ょ　う　を　励　行　し　ま　し　ょ　う
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◇　◇　日税連 会議出席報告 （２・３月）　◇　◇
開催日 会議・行事名 主な内容 出席者

２月５日（水）第４回研修部会（ウェブ） 令和７年度マルチメディア研修等 市川研修部長

６日（木）第５回デジタル・システム委員会
（ウェブ） 電子証明書等 佐々木情報化対策部長

７日（金）
第３回租税教育推進部常任委員会 大学寄附講座等 橋本租税教育推進部長

第５回中小企業対策部会 創業支援セミナーの実施要領等 藤井中小企業対策部長

８日（土）第４回制度部会 第７回税理士実態調査 越智制度部長

１０日（月）
第４回財務部会 令和６年度決算見込、令和７年度

予算等 西村財務部長

第５回総務部会（ウェブ） 税理士等の情報の公開に関する規
程等の一部変更案等 石井総務部長

１３日（木）第７回調査研究部会（ウェブ） 令和８年度税制改正建議書（案）
の取りまとめ等 烏谷調査研究部長

１７日（月）第１１回登録調査部会（ウェブ） 登録申請書の調査等 白井登録調査委員長

２０日（木）
第１３回正副会長会 部・委員会等の具申等

浜崎会長第１１回登録審査会 登録申請者の登録審査

２１日（金）第１１回事業本部会（ウェブ） 「税理」企画案の監修等

２６日（水）第６回広報部会（ウェブ） 対外広報等 秋山広報部長

３月１８日（火）第４回綱紀監察部会（ウェブ） 会計法人の事務取扱規程に係る注
意喚起事項等 北山綱紀監察部長

１９日（水）
第１２回登録調査部会（ウェブ） 登録申請書の調査等 白井登録調査委員長

第４回公益活動対策部会（ウェブ） 地方公共団体監査制度研修等 杉田副会長・ 
德井公益活動対策部長

２１日（金）第４回日税連成年後見支援センター
会議（ウェブ）

日税連成年後見支援センターの事
業等 井上センター長

２４日（月）
第４回税務支援対策部会（ウェブ） 令和６年能登半島地震等に係る支

援施策等 西本税務支援対策部長

第７回広報部常任委員会 対外広報等 秋山広報部長

２５日（火）

第１４回正副会長会 部・委員会等の具申等
浜崎会長

第１２回登録審査会 登録申請者の登録審査

第５回常務理事会 議決事項等 浜崎会長、
木村・杉田副会長

２６日（水）

第４回理事会 報告事項等 浜崎会長、
木村・杉田・金子副会長

第１２回事業本部会 「税理」企画案の監修等 浜崎会長

第４回国際部会（ウェブ） 国際関係事業に関する報告書等 松岡理事

第６回デジタルシステム委員会
（ウェブ） 国際関係事業に関する報告書等 佐々木情報化対策部長

２７日（木）

第４回租税教育推進部会 大学寄附講座等 橋本租税教育推進部長

第８回調査研究部会 令和８年度税制改正建議書（案）
の取りまとめ等 烏谷調査研究部長

第４回業務対策部会（ウェブ） 書面添付制度等 西岡業務対策部長

２８日（金）第５回制度部会（ウェブ） 次期税理士法改正に関する検討等 越智制度部長



（12）

四国税理士会報 第４７０号 令和７年４月１０日

　４月１日、高松国税局小熊課税部長並びに吉川徴収部長が税理士会館を訪れ、確定申告期にお
ける税務支援や電子申告等の普及拡大に対する協力に対して感謝の意を表され、浜崎会長に上竹
局長からのお礼状が手渡された。

確定申告期の協力に対する高松国税局長からのお礼状
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高松国税局からのお知らせ

１　「キャッシュレス推進デー」の実施について
　国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、納税者の方
が申告から納付までの手続をより簡単・便利に行っていただけるよう、オンラインを活用した税
務手続の見直しに取り組んでいます。
　この度、より多くの方々にキャッシュレス納付の利便性を感じていただき、継続して御利用い
ただけるように、全国の特定の税務署において「キャッシュレス推進デー」を設けることとしま
した。高松国税局においては次表のとおり実施します。
　「キャッシュレス推進デー」とは、特定の日に税務署の窓口に納税のために来署された方を対
象に、職員がキャッシュレス納付について丁寧に説明を行うことや、職員がサポートして実際に
キャッシュレス納付の利便性を体験していただく日としています。
　税理士の皆様におかれましては、社会全体のキャッシュレス納付の利用を増加させていくため
に、皆様御自身の利用や、関与先の利用環境に合わせた納付手段による利用勧奨につきまして、
御理解と御協力をお願い申し上げます。

　　　　　　庁ＨＰ「キャッシュレス推進デー」掲載ページへのリンク二次元コード⇒

２　税務署窓口の用紙コーナーの見直し
　オンライン手続等の更なる推進の観点から、令和７年１２月までに、順次、税務署窓口における
用紙の配付方法を見直していきます。
　具体的には、税務署の窓口付近に設置している「用紙コーナー」を撤廃することで、書面によ
る手続からオンラインへ誘導するとともに、書面による用紙が必要な方のために、国税庁ホーム
ページからの用紙取得が容易となるように、あわせて国税庁ホームページの用紙掲載場所等の見
直しも進めていきます。ただし、総合窓口で請求いただくことで、これまでどおり用紙は交付い
たします。
　取組の実施にあたっては、国税庁ホームページからダウンロード可能な用紙につきましては、
同様にそちらから御利用いただくようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　庁ＨＰ「税務手続の案内」ページへのリンク二次元コード⇒

税務署窓口における取組について

高松国税局管内の実施署 徳島、鳴門、阿南、川島、脇町及び池田署
実施期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日
実施日 毎月１０日　※土日祝日の場合は、翌開庁日

主な取組内容

税務署において、以下の取組を「キャッシュレス納付
推進協議会」のプロジェクトとして実施します。
①源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー（仮

称）によるキャッシュレス納付の疑似体験
②ポスター掲示
③のぼり旗の設置
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  業務対策部ニュース

〇「税理士業務のデジタル化　取組事例 50」の公開
　日税連業務対策部では、全国の税理士事務所が行っている税理士業務のデジタル化への取組状
況を、①事務所の規模ごと、②デジタル化の領域ごとに分類し、具体例を取りまとめ事例集とし
て公開いたしました。
　本事例集では、税理士業務のデジタル化を①税務行政対応②顧客対応③事務所の業務管理の３
分類に大別し、各事務所が採用しているツールの利用状況を画像や動画として収録することで、
より具体的に接することができるような工夫を施しました。また。事例の検索機能も搭載してい
ますので、積極的なご利用をお願いいたします。

【日税連会員専用ページ】
ユーザ名・パスワードがご不明の方は
事務局へお問合せください

〇「税理士紹介名簿」の廃止について
　平成２５年度の税制改正により相続税の基礎控除が引き下げたことにより、納税義務者が増加す
ることが予想され、税理士会への相談をはじめ税理士の紹介依頼も増加することが想定されたこ
とから、平成２６年に当該税理士の紹介等に関して「相続税の課税ベース拡大に伴う納税者からの
税理士の紹介に関する基準」を制定し、税理士紹介名簿への登録をお願いしてまいりました。
　しかし、制定から１０年を経過し税理士会への税理士の紹介依頼も皆無であることから廃止する
こととし、昨年１１月の常務理事会において決議いたしました。
　税理士紹介名簿へ登録をしていただいた会員の先生方、ありがとうございました。
　今後、事務局へ税理士の紹介依頼があった場合には、基本的に日税連の「税理士情報検索サイト」
をお伝えすることといたします。
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研修会のご案内
配信期間 時間

研　修　内　容
（テーマ） （講師）

令和6年5月1日（水）～令和7年4月30日（水）
（オンデマンド配信） 算定5時間 「増資･減資･自己株式等の

　　　　　　資本取引の実務」

公認会計士・税理士
東京会会員

　太田　達也　氏

令和6年7月4日（木）～令和7年6月30日（月）
（日税連からオンデマンド配信） 算定5時間

令和６年度 第１回全国統一研修会
「税理士業務のための改正民法

（債権法）再確認」

弁護士
　内田　久美子　氏

令和6年7月25日（木）～令和7年7月24日（木）
（オンデマンド配信） 算定5時間

①経理業務合理化の必要性と
デジタル化

②帳簿と書類の電子化
③スキャナ保存
④電子取引と宥恕期間と令和5

年度改正
⑤電子インボイスほか取組のア

プローチ

公認会計士・税理士
東京会会員

　佐久間　裕幸　氏

令和6年9月4日（水）～令和7年9月3日（水）
（オンデマンド配信） 算定5時間

税務調査に活かす紛争予防税法学
－税務調査に裁判官の法的判断
の構造を活かす方法（基礎編）

専修大学教授
弁護士

　増田　英敏　氏

令和6年9月12日（木）～令和7年9月11日（木）
（オンデマンド配信） 算定5時間

『評価通達6項の適用を検証する‼
（R6.1.18東京地裁判決を受け   
て、実務家の視線から考える）』

【その他6項の重要事例を含む】

税理士・近畿会会員
　笹岡　宏保　氏

令和6年10月8日（火）～令和7年9月1日（月）
（日税連からオンデマンド配信） 算定5時間

令和６年度 第２回全国統一研修会
【実例から学ぶ】小規模宅地等の

減額特例、配偶者居住権特例、
  相続後空き家譲渡特例、居住
　用財産譲渡特例

税理士・東京会会員
　高橋　安志　氏

令和6年10月31日（木）～令和7年10月30日（木）
（オンデマンド配信） 算定5時間 消費税研修会

「消費税トラブルの傾向と対策」
税理士・東京会会員

　熊王　征秀　氏

令和6年11月29日（金）～令和7年11月28日（金）
（日税連からオンデマンド配信） 算定5時間

令和６年度　第３回全国統一研修会
「税理士制度を俯瞰する
　～税理士法の諸規定を中心として～」

税理士・東京会会員
　坂田　純一　氏

令和6年12月9日（月）～令和7年12月8日（月）
（オンデマンド配信） 算定5時間

税務調査対応のためのエビデン
ス研修会
「税務署を納得させるエビデンス
　　　－決定的証拠の集め方－」

税理士・東京会会員
　伊藤　俊一　氏

①令和7年2月10日（月）～令和7年8月9日（土）
②令和7年2月10日（月）～令和8年2月9日（月）
（日税連からオンデマンド配信）

①算定2時間
②算定3時間

令和６年度第４回全国統一研修会
①「令和7年度税制改正大綱の解説」
②「法人税」

税理士・近畿会会員
　上西　左大信　氏

※　ライブ配信・オンデマンド配信は、四国税理士会ホームページの「研修のお知らせ」からご視聴ください。

※　日税連では、マルチメディア研修で多くのコンテンツを配信しています。四国税理士会ホームページの「研修
受講管理システム」にログイン後、「マルチメディア研修（日税連）」からご視聴ください。
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阿南税務署の今昔物語

今昔物語今昔物語

藤原　茂（徳島支部）

　阿南税務署の管内は広く、平成１７年、１８年の市町村合併までは、管轄市町村は１４市町村あり
ました。

【富岡税務署から阿南税務署へ】
　阿南税務署は、昭和３３年に富岡税務署から
改称されました。当時、全国に富岡税務署が
４署（群馬県、福島県、愛知県、徳島県）あり、
同一名称が混乱の元となったため、徐々に名
称を変更していき、現在は富岡税務署として
残っているのは群馬県のみです。

【阿南税務署牟岐分室から廃止】
　昔は、牟岐税務署（写真２）があり、昭和
４１年に廃止され、阿南税務署牟岐分室になり
昭和４４年には牟岐分室もなくなり、牟岐税務
署がどこに設置されていたか不明のため、その探索に努めました。

　「裏に川があったらしい」との声をヒントに牟岐町立図書館の方の協力を受け、牟岐町史・部落
史を調べ設置場所が判明しました。（牟岐町中村本村の元ムギモータースの辺り）

　また、阿南税務署牟岐分室廃止の「お知らせ」チラシ（写真３）がありました。
（税務大学校租税教室資料室・所蔵資料より）

写真 1：富岡税務署

写真 2：牟岐税務署 写真 3：牟岐分室廃止のお知らせ
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【阿南税務署の旧庁舎】
　国税 OB は、ほとんどの人がこの庁舎を思
い出すでしょう。
　私は、阿南税務署に４回勤務があり、１回
目は昭和５９年総務係長の時でした。当時、署
長のあいさつ回りに同行しましたが、３日か
かった事を覚えています。また、出張するの
に、那賀町の旧木沢村・旧木頭村、海南町の
旧宍喰町には片道１時間半以上かかっていま
した。税務署の住所地が阿南市富岡町滝ノ
下で「滝ノ下」は急傾斜地の崩壊地域で一
度、台風で庁舎１階が浸水になった事があり
ました。平成１８年の市町村合併で地図から日
和佐町、宍喰町等が消えたことは残念です。

【阿南税務署の新庁舎】
　令和元年５月に新庁舎は完成しました。
　屋上は南海トラフ地震の津波避難所で、津
波から地域住民の命を守る拠点施設になって
います。
　管内の特色として、農業はたけのこ、きゅ
うり、ゆず、畜産業は阿波尾鶏ブランドのブ
ロイラー生産、工業は国内随一のＬＥＤの製造
工場があります。

　観光地として四国遍路２１番札所（太龍寺）
～２３番札所（薬王寺）、千年サンゴ（牟岐大島）、
大浜海岸のアカウミガメの産卵（美波町）、阿佐海岸鉄道には世界初のＤＭＷ（デュアル・モード・
ビークル）が導入されています。是非とも皆様に歴史ある風情や美しい景色を観光し、リフレッシュ
をしてほしいと思います。

（写真は、阿南税務署より提供していただきました。）

写真 4：阿南税務署旧庁舎

写真 5：阿南税務署新庁舎

−税理士の使命と倫理−
税理士の使命

　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の
理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現
を図ることを使命とする。

税理士の五訓
一．税理士は、税務に関する専門家としての自覚のもとに、常に教養を深め、高い品性の陶冶に

努めなければならない。
二．税理士は、納税者の信頼にこたえるため、業務に関する法令と実務の研鑽に努め、関与先

企業の適正納税と健全経営に寄与しなければならない。
三．税理士は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
四．税理士は、脱税等をほう助、指示、又は教唆してはならず、その相談に応じてはならない。
五．税理士は、お互いに信義を重んじ、税理士に関する法令・会則等を遵守し、会務運営に積

極的に協力しなければならない。 四 国 税 理 士 会
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インフォメーション（情報化対策部）No.１６２

《ＴＡＩＮＳ加入の方法》
（１）インターネットを利用する場合　https://www.tains.org/ の右上の入会案内のページから直接、
　　 または FAX での入会申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上お申し込みください。

（２）電話による場合　事務局（03 − 5496 − 1195）までお電話ください。

この原稿は、一般社団法人日税連税法データベースの承諾を得て作成しています。

　今月は、原告が、令和元年及び令和２年分の所得税等について、所得税法第７９条１項に規定する障害者
控除を適用して申告をしたところ、処分行政庁が、障害者控除の適用は認められないとして、更正処分等を
したことから、その取消しを求めた事案です。
　裁判所では、現行の所得税法施行令1０条１項は、昭和４１年に全部改正されたものであるが、改正前は、
対象者の障害の程度について細かく規定していたところ、税務執行面でこうした障害の程度を判定すること
は困難であることに鑑みて、改正により、原則として、身体障害者手帳の交付を受けているなどの専門的知
識のある機関において認定を受けている者を「障害者」であるとする改正経緯に加え、租税の確定及び執行
においては画一的な処理が求められていることからすると、居住者が所得税法施行令1０条１項各号に規定
する「障害者」に当たるか否かについては、その文言どおりに形式的に判断される必要があって、実質的な
面からの解釈は許されないものというべきであり、各年の１２月３１日の現況において、原告は、身体障害者
手帳の交付を受けていなかったから、障害者控除の適用を受けることはできないとしました。

◆ＴＡＩＮＳメールニュース Ｎｏ．７１２ （２０２５．０３.０６ 発行）より
【１】今月のお知らせ
TAINS 研修サイトの更新について
　研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解く TAINS 講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると３０分研修動画が表示され、オンデマンド研修
を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンク
ボタンが表示され、受講時間を登録することができます。
　同シリーズはいずれも受講時間が３０分程度となっており、通勤時間等を利用して受講・登録ができます。

記
相続財産となる不当利得返還請求権～被相続人の口座からの多額の現金出金～

講　師：税理士　草間　典子
　今回は「調査に生かす判決情報第１１４号　東京国税局課税第一部国税訟務官室」（TAINS コードＺ８８８－
２５５４）の解説も加わっています。このような資料の利用は実務に役立ちます。

（データベース部長　田川　哲）

◆ＴＡＩＮＳメールニュース Ｎｏ．７１４ （２０２５．０３．２７ 発行）より
【２】今月の判決等　　　　　　　　
障害者控除の適用の可否～身体障害者手帳を受けていなかった年分はＮＧ！

（令０６－０２－２７　千葉地裁　棄却・確定　Ｚ８８８－２７１４）
　この事案では、原告の令和元年分及び令和２年分の確定申告で、障害者控除の適用ができるか否かが争わ
れました。当時、原告は、身体障害者手帳の交付を受けていませんでしたが、「特定医療費（難病指定）受
給者証」の交付を受けていたことから、実質的に解釈すると「障害者」に該当するとして、障害者控除の適
用を認めるべきであると主張しました。これに対して、裁判所では、次のとおり判断して、原告は、障害者
控除の適用を受けることはできないとしました。
　障害者控除の適用の対象となる「障害者」の定義規定に関する改正経緯に加え、租税の確定及び執行にお
いては画一的な処理が求められていることからすると、居住者が所得税法施行令１０条１項各号に規定する

「障害者」に当たるか否かについては、その文言どおりに形式的に判断される必要があって、実質的な面か
らの解釈は許されないものというべきである。
　原告は、平成２７年、千葉県知事から、指定難病に該当するとして特定医療費の支給決定がされて「特定
医療費（指定難病）受給者証」の交付を受けており、各確定申告時も同受給者証の交付を受けていたが、身
体障害者手帳の交付を受けたのは令和４年であって、各確定申告時の令和元年及び令和２年の各１２月３１日
の現況において、身体障害者手帳の交付を受けていなかったから、原告は、所得税法１０条１項３号に規定
する障害者に該当するものではなく、その他、同項に規定する者にも該当しない。
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消費税の期限内納付のために計画的な納税資金の積み立てを！

〇　計画的な納税資金の積み立てには「予納ダイレクト」が便利です！ 
　「ダイレクト納付（e-Tax による口座振替）を利用した予納（予納ダイレクト）」とは、将来に
納付することが見込まれる国税を、e-Tax に登録した預貯金口座からの引き落としにより、指定
した期日にあらかじめ納付できる手続です。 

　※１　予納できる期間は、予納する国税の課税期間内となります。 
　　　例えば、個人事業者の令和７年分消費税の確定申告分は、 
　　　⇒　令和７年１月１日から令和７年１２月３１日となり、期間内において任意の引き落とし日

の指定が可能です。 
２　利用できる税目は、「申告所得税及び復興特別所得税」、「贈与税」、「法人税（地方法人税）」

及び消費税及地方消費税」です。 
   　　メリット　 
　　　・申告時に一括で納税資金を準備する負担を軽減 
　　　・延滞税等、納付が遅れた場合のリスクを回避 
　　　・定期的に均等額を納付する方法や、収入に応じて任意のタイミングで納付する方法など

ご都合・ご事情に応じた計画的な納付が可能です。

　※　予納に当たっての留意事項 
予納した場合には、予納の目的となる申告書等の提出を行う前（納期限前）に、その還付を

求めることはできません。 
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　国税電子申告・納税システム（e-Tax）が全国導入されてから２０年が経過し、最初はなかなか伸
びなかった利用率も信じられないような数字となり、ICT 技術の進歩も相まって、利便性も格段
の進歩を遂げたと感じています。
　利便性の向上といえば、電子納税
についてもインターネットバンキン
グにダイレクト納付が加わり、更に
令和６年４月からは自動ダイレクト
を利用すれば、申告データを送信す
る画面に表示される「自動ダイレク
ト」の項目にチェックを付けるだけ
で法定納期限に納税（引き落とし）
が完了するという、シンプルなもの
になっています。

電子納税を利用するには
　インターネットバンキングで電子納税を利用するには、金融機関へのインターネットバンキン
グ利用申し込みが必要（対応ＡＴＭでの利用を除く。）であり、法人利用の場合には月額利用料も
必要となります。
　ダイレクト納付を利用するには、事前に「国税
ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト
方式電子納税届出書」を利用者の納税地を所轄す
る税務署へ書面で提出する必要があります。手数
料は必要ありません。（利用までに約１か月必要）
　なお、個人がダイレクト納付を利用する場合は、

「e-Tax ソフト（WEB 版）個人の方」からのオン
ライン提出も可能です。（利用までに約１週間必
要）
　電子納税を利用するには、事前に e-Tax の利用
開始手続のほかに、電子納税の利用までに、「納
税用確認番号」及び「納税者用カナ氏名・名称登録」

（いずれも必須）を行う必要があり、「メールアド
レスの登録」（推奨）を行えば、納付完了通知が
届くなど便利になります。
　「e-Tax の開始（変更等）届出書作成・提出コー
ナー」から新たに「電子申告・納税等開始（変更等）
届出」を WEB 申請する場合には、これらの入力
が求められますので、必須項目を入力すれば後回
しにして失念することもありません。（後日入力、
変更可能）

簡単・便利な電子納税　～特に自動ダイレクト～

〇 四国の金融機関の種類別の対応状〇 四国の金融機関の種類別の対応状況況

種類別等
インターネット

バンキング ダイレクト納付 地方税ダイレクト

個人 法人 個人 法人 個人 法人

銀　 　行 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ゆ うち ょ ○ × ○ ○ ○ ○

信用金 庫 ○注 ○注 ○注 ○注 ○注 ○注

農協・漁協 ○ ○ × × × ×

（注） 高知信用金庫は令和７年４月１日時点でいずれも未対応
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電子納税の利用
　インターネットバンキングの場合は、e-Tax で
納税額のある申告等データを送信した場合にメッ
セージボックスに格納される「納付情報登録依頼」
から、インターネットバンキングのボタンを押し、
遷移した金融機関のサイトから電子納税を行いま
す。期日を指定することはできず、即時納付とな
ります。（インターネットバンキングを利用する
際は納税用確認番号が必要となります。一部の金
融機関のペイジーマーク　　　の付いた ATM で
も電子納税が可能です。）

　自動ダイレクトの場合は、e-Tax で申告等デー
タを送信する画面に表示される「自動ダイレクト」
の項目（左図❶）にチェックを付けることで、自
動ダイレクトの利用が可能となります。
　なお、「自動ダイレクト」の項目にチェックを
しなかった場合でも、インターネットバンキング
と同じように、メッセージボックスに格納される

「納付情報登録依頼」から、ダイレクト納付のボ
タンを押して即時又は期日を指定しての電子納税
ができます。

電子納税を利用するに当たって
　顧問先の指定口座の残高状況によって自動ダイレクトかダイレクト納付又はインターネットバ
ンキングによる電子納税のいずれを利用するかの検討が必要です。
　納期限の預金残高が納税額を上回る（余裕のある）顧問先には、自動ダイレクトがお勧めです。
e-Tax 納付完了通知の確認方法を周知しておけば PC・スマホから納税状況を確認してもらえるの
ではないでしょうか。メールアドレスを登録しておけば納付完了通知がメールで届きます。（利用
者 ID と暗証番号を伝えておけば電子証明書は不要です。）
　なお、申告期限の日（＝納期限）に電子申告をして自動ダイレクトを選択した場合には電子納
税が翌日（翌取引日）となりますが、翌取引日に口座引落しができれば、法定納期限から引落日
までの延滞税や加算税はかかりません。（後述の方法で申告期日における即時納付も可能です。）
　自動ダイレクトを利用しない場合には、e-Tax ホームページから e-Tax ソフト（WEB 版）にロ
グインし、「電子納税の利用」に記載のとおり、メッセージボックスに格納される「納付情報登録
依頼」から、顧問先が電子納税のための操作を行うことで電子納税ができます。（利用者 ID と暗
証番号を伝えておく必要があります。）

※自動ダイレクトが利用可能かどうかはシステムが判定
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利用者の声
税理士
・自動ダイレクトに同意を得られた顧問先には自動ダイレクトを行っております。資金繰りに余裕

のある顧問先の利用が多いです。
・顧問先が当日の朝に引き落とし口座に入金したのに残高不足でダイレクト納付ができなかったこ

とがあります。引き落としは朝一（９時過ぎ）のようですので、前日までに納税資金を入金する
ようお願いしております。

・訂正申告の必要があり、訂正申告でも自動ダイレクトを選択する場合、当初申告のダイレクト納
付を取り消さずに訂正申告で自動ダイレクトを利用すると、二重納付と判定されて、ダイレクト
納付エラーとなりますので注意が必要です。

・多くの顧問先にダイレクト納付を利用してもらっていますので、メッセージボックスの確認が結
構手間で、一つ一つ開かずに一括で見られたら便利なのにと感じています。

・e-Tax 開始直後からインターネットバンキングによる電子納税を顧問先に勧めてきました。利用
可能金融機関の増加に伴い、インターネットバンキングによる電子納税の利用先も増加し、ダイ
レクト納付が始まると切り替えてもらいました。新型コロナで金融機関に出向きたくないという
ことで、渋っていた顧問先の利用も増えました。

・ダイレクト納付を早くから始めた顧問先からは、源泉利用の際の自動ダイレクトのチェックを忘
れてしまうと言われました。表示をもっと目立つようにしていただきたい。

・今年の確定申告の際、ダイレクト納付利用届出書をオンライン提出してみたのですが、金融機関
のサイトに移ったら金融機関の利用時間外だったので、その日の申請になりませんでした。

納税者
・本支店間の資金移動が済まないと納税資金が不足するので自動ダイレクトは利用していません。

インターネットバンキングは利用していますが、ダイレクト納付の「今すぐ納付」の方が短時間
で終わりますので、ちょこちょこ残高を確認しながら、納税資金が確保できたタイミングでダイ
レクト納付を行っています。

・納税のために銀行に行かずに済むのでとても助かっています。

日本税理士会連合会「税理士のための電子申告Ｑ＆Ａ」の案内

https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth/faq/
「税理士のための電子申告Ｑ＆Ａ」に更に詳しい情報が掲載されています。
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会　員　異　動会　員　異　動会　員　異　動会　員　異　動

３月の登録者に税理士証票を交付

新入会員です。よろしくお願いします。
入会〈３月２５日〉・・・新入会員

神
じん

内
ない

　信
しん

治
じ

支　部　高松支部
事務所　高松市丸の内１０－２１
　　　　三木洋事務所
電　話　０８７－８２１－５５７７
趣　味　筋トレ

岡
おか

田
だ

　浩
こう

希
き

支　部　伊予西条支部
事務所　西条市壬生川１０７－９
　　　　高田勝人事務所
電　話　０８９８－６４－２２７４
趣　味　ゴルフ

松
まつ

下
した

　光
ひかる

支　部　松山支部
事務所　愛媛県伊予郡砥部町
　　　　宮内３３３
電　話　０８９－９６２－６０８５
趣　味　子どもと遊ぶ

入
いり

野
の

　祐
ゆう

支　部　丸亀支部
事務所　丸亀市魚屋町４５
　　　　入野俊彦事務所
電　話　０８７７－２２－６１７４
趣　味　映画鑑賞　

各県の会員相談室をお気軽に、是非ご利用ください。４月（会報発行日以降）～６月の相談日等は下記のとおりです。
県 場　所 相　談　日　時 科　目 担当者

香　川 税理士会館２F
６／１２（木）

１３時～１７時

法人税
消費税
所得税

久保田　英俊

５／８（木） 資産税 岡田　隆行

愛　媛 愛媛県税理士会館
５／２（金）・６／６（金）

１３時　　　　
  ～１６時３０分

法人税
消費税
所得税

大川　正純

４／１８（金）・５／２（金）・６／２０（金）
資産税

潮見　秀孝
５／１６（金）・６／６（金） 池田　康葊

徳　島 県連事務局 ４／１８（金）・５／２（金）・５／１６（金）
６／６（金）・６／２０（金） １３時～１６時 資産税 坂野　哲也

高　知 県連事務局
5 ／７（水）・６／４（水）

１３時～１６時
法人税
消費税 三本　聖典

４／１６（水）・5 ／２１（水）・６／２０（金） 資産税 門田　克也

〈会員相談室を利用される方へのお願い〉
　会員相談日以外の日において、相談員の事務所に直接連絡を行い相談をされる方がいるとの報告がありました。会
員相談室をご利用される場合は、くれぐれも相談日を事前にご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
※　相談日等は変更となる場合がありますので、詳細は各県の事務局までお問い合わせください。
※　上記相談日以外のご相談は、日本税務研究センターの会員相談室をご利用ください。
　　（受付時間・平日　１０：００〜１１：４５、１３：００〜１４：４５　TEL ０３−３４９２−６０１６）

野
の

村
むら

　章
あき

子
こ

支　部　高知支部
事務所　高知市南はりまや町
　　　　１－１７－１８
　　　　アルクビル２階
　　　　池田陽輔事務所
電　話　０８８－８５６－９９８０
趣　味　箏、読書
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森
もり

　有
ゆう

平
へい

支　部　高松支部
事務所　高松市仏生山町
　　　　甲３５４－１０
電　話　０８７－８１３－６１４９
趣　味　アウトドア、釣り、
　　　　ゲーム

森
もり

　湧
ゆう

一
いち

支　部　高松支部
事務所　高松市福岡町２－２０－２３
　　　　税理士法人
　　　　石川オフィス会計
電　話　０８７－８２１－５５７７
趣　味　好きなバンドのライブに

行くこと

　間もなく開催される大阪万博。幼少の頃、神戸ポートピア博覧会とつくば科学万博へ行き、未
来への期待にワクワクしたことを覚えています。今回の万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」
をテーマに、様々な先端技術や文化、アイデアが集結するとのこと。今のところ、直接足を運ぶ
予定はありませんが、ニュースなどでその様子に触れ、未来への想像力を膨らませたいと思って
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　（松井）

編　　　集　　　後　　　記

四国税理士会 会員数 令和７年３月末現在（月末退会者含む）

県　名 税理士会員
税理士法人会員

主 従 計
香　川 ５５０ ２９ １７ ４６
愛　媛 ５７７ ４４ ２１ ６５
徳　島 ２９８ ２５ １４ ３９
高　知 ２３８ １０ ５ １５
合　計 １,６６３ １０８ ５７ １６５

※ 主は主たる事務所、従は従たる事務所

税理士の事務所所在地変更
氏　名 事務所所在地

池見　　融 高松市番町３－３－１７
プレシャス番町ビル３階

野村　功子 松山市堀江町甲１４５５－１８
辻　　和伸 坂出市文京町１－２－１４

退会
（業務廃止）
〈 ３月２４日〉 青山　健一（松山支部）
〈 ３月２５日〉 長井　明美（松山支部）
〈 ３月２７日〉 柏木　菊雄（高松支部）
〈 ３月３１日〉 石川　望（伊予三島支部）
〈 ３月３１日〉 安藝　清子（徳島支部）
〈 ３月３１日〉 加納　榮一（新居浜支部）
〈 ３月３１日〉 髙橋　正博（観音寺支部）

訃　報

謹んでお悔やみ申し上げます
阿河　良　先生（高松支部）

３月４日　８６歳
佐柄　時佳　先生（坂出支部）

３月１３日　９４歳

入会〈２月３日〉・・・税理士法人
●税理士法人コム・タックス（主たる事務所）

事 務 所 松山市萱町２－２－５
電話番号 ０８９－９０７－４００５
社 員 森川　東一

曽我部　周子
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1．対　　象　　税理士Ｖ I Ｐ代理店

2．期　　間　　令和７年４月１日〜令和７年１２月３１日

3．表彰基準
　⑴　ドリームＡ賞

キャンペーン期間中に成立した全税共扱いの保険契約の月額保険料
１００万円以上

　⑵　ドリームＢ賞
キャンペーン期間中に成立した全税共扱いの保険契約の月額保険料
５０万円以上

　⑶　四税協特別賞
キャンペーン期間中に成立した全税共扱いの保険契約の月額保険料
４０万円以上

4．賞　　品
　⑴　ドリームＡ賞

★１０万円のギフトカード（商品券）
　⑵　ドリームＢ賞

★５万円のギフトカード（商品券）
　⑶　四税協特別賞

★３万円のギフトカード（商品券）

5．そ の 他
　⑴　上記賞は重複して表彰しない。
　⑵　営業職員との共同募集形態の場合は、原則として半額を計上する。
　⑶　Ｖ I Ｐの年払契約の保険料は、１カ月分（１２分の１）を計上する。
　⑷　全税共年金の一括払の保険料は、１００分の３の計上とする。
　⑸　他契約（全税共扱い以外の契約）からの変更も業績の対象とする。

◆「税理士ＶIＰ代理店」提携生命保険会社
朝日生命・第一生命・日本生命・ジブラルタ生命・明治安田生命・エヌエヌ生命・メットライフ生命・
住友生命・SOMPOひまわり生 命・ アクサ生命・富国生命・三井住友海 上 あ い お い 生 命・
オリックス生命・ＦＷＤ生命

第２５回 税理士ＶIＰ代理店挙績キャンペーン（Z2）
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